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インターネットガバナンス
―インターネットの世界的普及と国際管理体制の課題―

山　口　広　文

①　今日、日常生活からビジネスまで、社会生活の様々な局面で、インターネットが欠かせ
ない情報ツールとなっている。インターネットの利用は、1990年代から現在に至るまで、
世界的に急速な増加傾向が続いており、止まる様子はない。�005年末の段階で、全世界で
10億人を突破したと見積もられている。世界の総人口64億8000万人に対して、15.4％の普
及率となる。 5 年間で3.4倍の増加となっている。�007年末には、13億3000万人に達する
ものと予測されている。アジア・太平洋地域（日本を除く）の急成長、特に人口規模が巨
大な中国とインドにおける普及の進展が顕著に表れている。

②　このインターネットが世界的に円滑に機能していく上では、その仕組み中で最も重要な
要素として、ネットワークに直結したコンピュータに個々に付与されたIPアドレスやドメ
イン名というものがある。いわば、一家の住所や電話番号に相当する。インターネットの
安定した利用にとって、IPアドレスの付与とこれに対応するドメインネームの登録に関し
て、全世界的に管理・調整する仕組みが必要となってくる。

③　インターネットは、アメリカ政府の関与のもとに構築され発展してきた経緯があり、
1998年 9 月に設立されたICANN （The Internet Corporation for Assigned Names and Num-

bers）というアメリカの非営利団体が、アメリカ政府の監督のもとで、IPアドレスとドメ
イン名を国際的に管理する中核的役割を担っている。

④　近年、こうしたアメリカを中心とするインターネットの国際的管理体制に対して、中
国、インド、ブラジルなどの発展途上国が、ICANNを中核とする現行体制を批判し、よ
り各国政府の参与が可能な、国連のもとでの管理体制の構築を主張し、�003年と�005年に
開催された国連主催の世界情報社会サミットにおいて、「インターネットガバナンス」の
問題として、大きな論点の一つとなった。

⑤　世界情報社会サミットでは、インターネットガバナンスの今後の方向性について、特に
具体的合意をみなかった。そして、国連主催の国際的討議の場としてインターネットガバ
ナンスフォーラムの設置が決まり、�006年から 5 年間をかけて、インターネットに関する
様々な世界的課題について、広範な関係者が参加して論議が続けられることとなった。

⑥　我が国にとってもインターネットは不可欠の存立基盤の一つであり、インターネットガ
バナンスの問題についても、官民双方で関心を高め積極的に取り組んでいくことが重要と
考えられる。
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はじめに

　今日、個人間の連絡、ショッピング、企業間
の取引など、日常生活からビジネスまで、社会
生活の様々な局面で、インターネットが欠かせ
ない情報ツールとなっている。2005年末には、
全世界でインターネットを利用する人口が10億
人を突破し、なお増大を続けている。我が国に
おいても、現在、8000万人を超えるインター
ネット利用者があるものとみられている。既
に、全世界的に不可欠な社会基盤となっている
ことは疑いないといえる。
　このインターネットが世界的に円滑に機能し
ていく上では、その仕組み中で最も重要な要素
として、ネットワークに直結したコンピュータ
に個々に付与されたIPアドレスやドメイン名と
いうものがある。これが全世界的に適切に管理
されることが、インターネットの安定した利用
にとって不可欠な要件となっている。しかしな
がら、インターネットが既に日常的な存在と
なっているだけに、かえって、その存立の根幹
となるこのIPアドレスやドメイン名の国際的な
管理体制の問題は余り一般には意識されていな
い。
　インターネットがアメリカ政府の関与のもと
に構築され発展してきた経緯から、現在、
ICANNというアメリカの非営利団体が、アメ
リカ政府の監督のもとでIPアドレスとドメイン
名を国際的に管理する上で中核的役割を担って
いる。
　ところが近年、こうしたアメリカを中心とす
るインターネットの国際的管理体制に反発し、
その改変を求める論議が、発展途上国の中から
提起され、2003年と2005年に開催された国連主

催の世界情報社会サミットにおいて、「イン
ターネットガバナンス」の問題として、大きな
論点の一つとなった(1)。
　今後も、国連主催の国際会議において、イン
ターネットに関する様々な問題とともに論議が
続けられる予定であり、現在もなお、国際社会
の重要な関心事の一つとなっている。
　本稿では、こうしたインターネットガバナン
ス、すなわちインターネットの国際的管理の問
題について、その基本的な仕組みと国際的管理
体制の現状、国際的論議の展開について概観
し、今後の我が国の対応を考える上での参考に
供したい。

Ⅰ　インターネットの世界的普及

１ 　世界的に拡大を続けるインターネット

　インターネットの利用は、1990年代から現在
に至るまで、世界的に急速な増加傾向が続いて
おり、止まる様子はない。2005年末の段階で、
全世界で10億人を突破したと見積もられてい
る。 世 界 の 総 人 口64億8000万 人 に 対 し て、
15.4％の普及率となる。
　1998年末には 1 億3000万人であり、2000年末
には 2 億9000万人の水準であったが、その後、
着実に増加傾向をたどってきた。 5 年間で3.4
倍の増加となっている。2007年末には、13億
3000万人に達するものと予測されている(2)。
　1998年末から2005年末までの 7 年間の変化を
みると、全体的な増大傾向の中での、地域別国
別の増勢が様々であり、インターネット利用の
世界的な分布図に大きな変化がみてとれる。
　まず、1998年末にはアメリカは全世界のユー
ザーの48％を占めていたが、2005年末には20％
となり、かなりシェアが低下してきた。普及率

*本稿で用いたインターネット情報は、すべて2007年 7 月17日時点のものである。
⑴　この問題を取り上げた記事、論文は少なくないが、専らこれを取扱った図書としては、以下のものがある。問

題の背景や2004年秋までの国際的な動きについて、詳述されている。
　　会津泉『インターネットガバナンス―理念と現実』NTT出版,2004.
⑵　アクセスメディアインターナショナル社調査（以下の資料に内容掲載）
　　丸山由紀「世界のインターネット普及状況」『インターネット白書 2006』インプレスR&D,2006,pp.372-384.
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が68％と高水準の域に達し、増加率が相対的に
鈍化したためである。それでも、一国として世
界最大のユーザー数を擁するインターネット大
国であることに変わりはない。
　これに対して、ヨーロッパは、アメリカを上
回るペースで、この 7 年間に約8.7倍に増加
し、世界の中での比重を高めた。
　同様に我が国も、 7 年間に約 5 倍の増加を示
し、2005年末の段階では、国別のユーザー数で
は、アメリカ、中国に次ぐ第 3 位に位置する。
ただ、世界の中でのシェアは、やや低下傾向に
ある。
　こうした、アメリカ、ヨーロッパ、日本の動
向に比べると、アジア・太平洋地域（日本を除く）

の急成長が顕著に表れている。 7 年間に約20倍
と、アメリカ、ヨーロッパ、日本に比べて、は
るかに高いペースで増加を続けている。中で
も、人口規模が巨大な中国とインドにおける普
及の進展が、アジア・太平洋地域における増加
傾向を押し上げている。
　この結果、北アメリカ（アメリカとカナダ）が

22％、ヨーロッパが30％、アジア・太平洋（日

本を含む）が36％と、これら 3 地域が鼎立しつ
つ世界全体の 9 割近くを占めている。
　なお、今のところユーザー数自体はまだ大き
なものではないが、ラテンアメリカやその他の
地域（中東・アフリカ）で、ユーザー数の増加
が著しく、今後比重を増していくものとみられ
る。
　参考までに、別の資料をもとに国別のデータ
をみると、中国は、1999年末から2005年末にか
けて約19倍に増加し、アメリカに次ぐユーザー
数を擁するに至った。インドも、同じ時期に急
成長を遂げ、国別では世界第 4 位となり、今
後、上位の日本を追う勢いをみせる（表 1 参

表 １　インターネット利用者上位１5カ国

1999年末 2005年末

順位 国名
利用者数

（百万人）
国名

利用者数
（百万人）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

アメリカ
日本
イギリス
カナダ
ドイツ
オーストラリア
ブラジル
中国
フランス
韓国
台湾
イタリア
スウェーデン
オランダ
スペイン

110.8
18.2
14.0
13.3
12.3
6.8
6.8
6.3
5.7
5.7
4.8
4.7
4.0
2.9
2.9

アメリカ
中国
日本
インド
ドイツ
イギリス
韓国
イタリア
フランス
ブラジル
ロシア
カナダ
インドネシア
メキシコ
スペイン

197.8
119.5
86.3
50.6
46.3
35.8
33.9
28.8
28.8
25.9
23.7
21.9
18.0
16.9
15.8

（出典）　Computer Industry Almanac社ホームページ
　　　　〈http://www.c-i-a.com/pr1199.htm〉
　　　　〈http://www.c-i-a.com/pr0106.htm〉

図 １　インターネット利用者の地域別推移

（出典）　アクセスメディアインターナショナル社の調査デー
タをもとに筆者作成
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図 2　インターネット利用者数の地域別シェア（1998年、2005年）

（出典）　アクセスメディアインターナショナル社の調査データをもとに筆者作成
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照）。
　このほか、韓国、ロシア、インドネシア、メ
キシコといった国々が上位に進出してきてい
る。中国、インドを含め、経済成長力に富んだ
BRICsあるいは新興諸国での増勢が顕著であ
る。

2 　インターネットにおけるアメリカの地位

　こうして、インターネットの利用面での各国
のシェアが変化し、1990年代にみられたような
アメリカの一極集中的な地位は薄らいできてい
る。しかしながら、他の側面からみると、アメ
リカの影響力には、なお決定的あるいは支配的
な一面があると考えられる。
　もともとインターネットの構築と利用は、後
で触れるように、アメリカ政府の研究開発プロ
ジェクトとして推進されてきた経緯もあり、そ
の中核となる先端技術、それを応用した製品・
サービスの提供においては、アメリカ企業は他
の追随を許さない強みをみせている。
　それを象徴するものは、パソコンの心臓部に
あたるCPUでのインテル社、パソコンを動か
す基本ソフト（OS）でのマイクロソフト社、イ
ンターネット上の情報検索サイトを運営するヤ
フーやグーグルといった企業群であり、それら
は全世界のインターネット・ユーザーの日々目
に触れる存在であり、インターネット関連の技
術面と産業面でのアメリカの優位性を象徴して
いる。
　さらに言うならば、第 2 次世界大戦後は、イ
ンターネットの出現を待つまでもなく、国際通
信体制の運営や、出版、ニュース報道、映画・
放送番組、電子情報サービスなどの国際的な情
報流通に関する分野で、世界的に強い影響力、
優位性を発揮してきた。インターネットの世界
的普及は、こうした情報分野でのアメリカの優
位を一層強化しているとみられる(3)。
　また、世界的なインターネット利用に際して

のデータの流れについていえば、アメリカを中
心として伝送路が形成されている。
　インターネットのデータ伝送は、インター
ネットサービスプロバイダー（ISP）と呼ばれ
るインターネット接続業者が構築するバック
ボーン（基幹）回線網を通してなされている。
　この回線網は、アメリカを中心に世界的に張
りめぐらされており、図 3 に示されているよう
に、北アメリカ・ヨーロッパ間と北アメリカ・
アジア間に大規模な容量の回線網が構築されて
いる。日本とヨーロッパの間でインターネット
上の情報のやり取りがなされる時も、アメリカ
経由の回線網でつながっていることが多いこと
になる。
　もちろん、ユーザーにとっては、インター
ネットの利用上、特段意に介されることではな
いが、全世界的なインターネットの運営におい
ては、やはりアメリカの発言力を支える重要な
要素とみることはできよう。
　さらに、インターネットに関連してアメリカ
の存在がクローズアップされるのは、このイン
ターネットの国際的な管理（インターネットガ

バナンス）の問題である。
　世界的規模で利用されているインターネット
は、分散型のネットワークであり、特に集権的
あるいは公的な管理機構があるわけではない。
　これが全体として円滑に機能するためには、
技術的規準や後述するIPアドレスとドメイン
ネームのような基本的要素に関する一定のルー
ルを設定し、それに基づく管理機能を担う組織
が必要である。
　国際電気通信連合（ITU）、国際標準化機構

（ISO）、世界知的所有権機構（WIPO）、世界貿
易機関（WTO）などの様々な関係の国際機関
が、各々の役割にもとづくインターネットへの
アプローチを行っている。こうした政府間組織
のほかに、いくつかのインターネット関連の非
政府間組織が重要な役割を果たしており、本稿

⑶　山口広文 「インタ－ネット時代の情報をめぐる国際的優位性」 『レファレンス』 52巻 1 号,2002.1,pp.9-31.
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で中心的に取り上げるICANNは、その中核的
存在ともいえる。もともとインターネットの誕
生・発展に、アメリカ政府が決定的な役割を果
たしてきた経緯から、こうした組織の動きに対
してもアメリカの影響力は大きいとみられてい
る。

Ⅱ　インターネットガバナンスの現状

１ 　インターネットのしくみ

　現在の日本においては、インターネットが余
りにも日常的な存在と化して、「インターネッ
トとは何か？」といったことが意識に上ること
はほとんどないであろう。
　改めて確認すれば、まず、コンピュータどう
しを結ぶネットワークであるということであ
る。電話のネットワークのように、音声を受け
渡しする役割の端末機を結んだものではない。
 さらに、コンピュータ間で情報のやり取りが

円滑に行われるために、TCP/IPという特定の
通信プロトコルを共通に用いて接続されてい
る(4)。ここでプロトコルというのは、ネット
ワーク上でデータをやり取りするための約束
事、共通の規則という意味である。なお、イン
ターネット上でのデータの伝送は、パケット通
信といって、送信内容（データ）を小さな単位（パ

ケット）に分けて行われる方式である。
　次に、重要な特徴は、全世界的なコンピュー
タネットワークということである。「全世界的
な」とは、単に国を越えてつながっているとい
うことではない。電話のように、まず国内をカ
バーするネットワークがあって、それが国単位
どうしで接続されて外国と通信できるというシ
ステムとは、本質的に異なっている。まさに、
全世界的な規模で一体的に結ばれたネットワー
クである。
　さらに、分散型の処理システムを持つネット
ワークである。網目状のネットワークの中を、

⑷　TCPはTransmission Control Protocol、IPはInternet Protocolの略号である。

図 3　地域間のインターネットのデータ伝送容量（2005年）

（出典）　TeleGeography社ホームページ
　　　　〈http://www.telegeography.com/ee/free_resources/figures/gig-02.php〉

（注記）　データは、2005年央のもので、1000 Mbps以下の回線は省略されている。
　　　　“Global Internet Geography 2006” TeleGeography社刊に所収のデータ
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データは、ルーターと呼ばれる無数の中継器を
介して目的のコンピュータまで運ばれる。通過
ルートも一通りではない。電話のように、加入
者が何段階かのピラミッド型に組織された中継
局を経由して結ばれるような集中型の処理シス
テムとは根本的に異なる。

2 　IPアドレスとドメイン名

　こうした全世界的な分散型のコンピュータ
ネットワークであるインターネットにおいて、
実際の情報のやり取りが確実・円滑に行われる
ためには、情報をやり取りする相手先と送受信
元が、ネットワーク上で特定されることが必須
の要件となる。
　郵便であれば住所、電話であれば電話番号に
あたるものが、インターネット上で必要という
ことである。
　そこでインターネット上に直接つながってい
るコンピュータ（ホストコンピュータ）に対し
て、「IPアドレス」という符号が割り当てられ
ている。これは、コンピュータを識別するコー
ド名であり、英語のアドレスに住所という意味
があるように、まさに、ネット上のコンピュー
タの住所にあたるものである。
　ただし、このIPアドレスは、一定の桁数の数
値を並べたものであり、機械的な処理には支障
は無くとも、人間が識別して使用するにはなじ
みにくい。そこで、ドメイン名と呼ばれる文字
列で表わされた表示が用いられている。

　例えば、国立国会図書館のIPアドレスは、
「210.128.252.172」である(5)。これに対応するド
メイン名は、「www.ndl.go.jp」である。
　なお、ドメイン名のうち、右端から、jpは

トップレベルドメイン、goは第 2 レベルドメ
イン、ndlは第 3 レベルドメイン、wwwは第 4
レベルドメインと呼ばれる。
　インターネット上での情報のやり取りが、混
乱なく行われるためには、個々のホストコン
ピュータに付与されるIPアドレスとドメイン
ネームは、全世界に唯一のものでなければなら
ない。別々のコンピュータが、同じIPアドレス
やドメインネームを持つことは絶対に避けなけ
ればならない。
　そのためには、IPアドレスの付与とこれに対
応するドメインネームの登録に関して、全世界
的に管理・調整する仕組みが必要となってく
る。
　現在、その役割を担う組織として、The In-
ternet Corporation for Assigned Names and 
Numbers（ICANN、一般にアイキャンと呼ばれて

いる。）という非営利法人が、アメリカ合衆国・
カリフォルニア州に設立され運営されている。
　現在、全世界で使用されているドメイン名
は、分野別トップレベルドメイン（gTLD: ge-

neric TLD）と国コードトップレベルドメイン
（ccTLD: country code TLD）に分かれる。この
違いは、トップレベルドメイン（ドメイン名の

右端）の性格による。
　例えば、国立国会図書館のドメイン名は、

「www.ndl.go.jp」 で あ り、 国 際 図 書 館 連 盟
（IFLA）のドメイン名は、「www.ifla.org」であ
る。

　当館のドメイン名の末尾は、「.jp」となって
おり、これは国ごとに割り振られたものであ
る。これに対して、IFLAのドメイン名末尾の

「.org」は、国とは関係なく設定されたものの

⑸　この 4 組の数字を並べたものは、IPv 4 （IPバージョン 4 ）と呼ばれるこれまで多く使われてきたタイプで、
32ビットの情報量を持ち、約43億個のIPアドレスが設定できる。これでは、全世界的な利用の増大に対応できな
いので、新たに利用が進みつつある次世代のIPv 6 は 4 倍の情報量を持ち表示も異なる。

図 4　インターネット上の国立国会図書館

（IPアドレス） 210.128.252.172 ＝ www.ndl.go.jp （ドメイン名）

“ndl”は、National Diet Libraryの略号



レファレンス　2007. 9 39

インターネットガバナンス

一つである(6)。
　分野別に設定されているgTLDには当初、一
般に使用可能な「.com」「.net」「.org」と、一
定の制約要件がある「.edu」「.gov」「.mil」「.
int」 の 7 つがあった。ICANN設立後の2000年
11月に、 7 つの新gTLD（「.biz」「.info」「.name」

「.pro」 「.museum」「.aero」「.coop」）が追加されて
以降、さらに新たなgTLDが追加されてきた結
果、現在19種のgTLDが設けられている（表 2

参照）。
　現在、全世界でgTLDの登録数は、2006年末
で8,012万件に上っており、そのうち「.com」
ドメインが74％、次いで「.net」ドメインが
11％を占めている(7)。なお、この数字には、

データが非公開の 4 種のgTLD（.edu/.gov/.int/.

mil）は含まれない。
　国・地域に割り当てられているccTLDは、
現在250が設定されている。国名に対応する文
字としては、国際標準化機構（ISO）で規定さ
れている 2 文字の国コード（ISO3166）が原則
として使用されている。日本は、「.jp」である。
　ccTLDは、本質的には、各国内の登録者向
けのものであるが、一部には、世界中から登録
可能としている国もある(8)。
　我が国のccTLDである「.jp」ドメイン名に
は、分類すると属性型（組織種別型）、地域型、
汎用に分けられ、全体で12種のドメイン名があ
る（表 3 参照）。

⑹　これら以外に、インターネットインフラ用のTLD（Infrastructure TLD）があるが、ユーザー用のものでない
ので、説明は省略する。

⑺　ICANNによる集計データ、（出典）JPNICホームページ〈http://www.nic.ad.jp/ja/stat/dom/gtld.html〉
⑻　一例としては、太平洋上の島国ツバルの「.tv」は、tvがテレビジョンの略称でもあることから、放送関係企業

などに好評で、ツバル政府はアメリカの企業にこのドメイン名の使用権を売却し、その後リース料収入を得て貴
重な国家財源としている。

表 2　gTLDの種別

gTLD 用途

従来からあ
るgTLD

com 商業組織用

net ネットワーク用

org 非営利組織用

edu 教育機関用

gov 米国政府機関用

mil 米国軍事機関用

int 国際機関用

新gTLD info 制限なし

biz ビジネス用

name 個人名用

pro 弁護士、医師、会計士等用

museum 博物館、美術館等用

aero 航空運輸業界用

coop 協同組合用

jobs 人事管理業務関係者用

travel 旅行関連業界用

mobi モバイル関係用

cat カタロニアの言語／文化コミュニティ用

asia アジア太平洋地域の企業／個人／団体等用

tel IPベースの電話番号用

（出典）　JPNICホームページ〈http://www.nic.ad.jp/ja/dom/types.html〉

表3　.jpドメインの種別

属性型・地域型ドメイン名

ad JPNIC会員 

ac 大学系教育機関 

co 一般企業 

go 政府機関 

or 会社以外の団体 

ne ネットワークサービス 

gr 任意団体 

ed 小・中・高校など主に18歳未満を対象と
する各種学校 

lg 地方公共団体 

地域型 都道府県名、政令指定都市名、市町村名

汎用JPドメイン名

ASCII ASCII(英数字)によるもの 

日本語 日本語の文字列を含むもの
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　属性型の場合、組織種別に応じて、セカンド
レベルが 9 種に分かれ、例えば当館の場合、政
府機関用の「.go」（www.ndl.go.jpの下線部）が用
いられている。
　「.jp」ドメイン名の登録数は、2007年初の時
点で、総数88.2万件、うち属性型・地域型ドメ
イン名が36.4万件、汎用JPドメイン名が51.9万
件となっている(9)。

3 　ICANNの設立

　ICANNを中心とするインターネットの国際
的管理体制について述べる前に、その設立に至
る経緯に簡単に触れる必要がある。
　インターネット形成の発端は、1969年にアメ
リカ国防総省の高等研究計画局（ARPA：Ad-

vanced Research Project Agency(10)）が、全米規
模の実験的なコンピュータ・ネットワークであ
るARPANETの構築を開始したことにさかの
ぼる。
　このARPANETは、複数のコンピュータ間
を複数の経路でつなぐ分散型のネットワークと
して設計された。当時米ソ冷戦のさなか、核戦
争のような事態の中で、ネットワークの一部に
損壊が生じても、残りの部分が機能するような
ネットワークの構築が意図されていたのであ
る。最初は、 4 つの大学のコンピュータを接続
するところから始まった。
　その後、ARPANETは、主に学術研究目的
で研究者による利用が徐々に広がっていった。
1973年からは、海外からの接続が行われるよう
になり、以後、国際的な広がりをみせていく。
　また、1970年代には、現在インターネットで
用いられているTCP/IPというプロトコル（通

信上の規準）が開発されている。

　1980年代になると、コンピュータネットワー
クの中心は、全米科学財団（National Science 

Foundation: NSF） のNSFNETに 移 行 し た。
NSFNETは、ARPANETと接続しつつ別シス
テムとして構築され、1986年から運用が開始さ
れた。その後、学術研究用ネットワークとして
急成長を遂げて、アメリカ各地の大学間を結
び、海外ともつながった。
　1980年代の終わり頃には、アメリカを中心に
世界十数万のホストコンピュータをつなぐに
至っていた。1995年には、NSFNETは実験段
階を終えて、新たなインターネットの基幹シス
テムとして再構築され、利用範囲の制限も撤廃
された。以後、インターネット利用は世界的に
爆発的な拡大をみせることとなった。
　こうした、インターネットのアメリカ政府

（国防総省、NSF）主導の実験的段階から、実用
的な利用の段階に移り、その利用も世界的な広
がりをみせていく中で、インターネット利用の
核心ともいえるIPアドレスとドメインネームの
管理体制も、整備・再編される必要が生じた。
　この問題について、官民で検討がなされた
が、1998年 6 月、いわゆる「ホワイトペーパー」
が作成され、アメリカ政府としての方針が示さ
れた(11)。
　このペーパーは、正式には、「インターネッ
トの名前およびアドレスの管理」と題され、管
理業務を民間の非営利組織に移管する方針を示
したものである。この中では、新しい体制に求
められる原則に関して、①安定性、②競争、③
民間によるボトムアップ的な調整活動、④イン
ターネットを代表するものについて言及してい
る。
　その趣旨は、次の通りである。

⑼　株式会社日本レジストリサービス（JPRS）ホームページ〈http://jpinfo.jp/stats/domains.html〉
⑽　後に、DARPA: Defence Advanced Research Project Agencyに改称。
⑾　US Department of Commerce “Management of Internet Names and Addresses （Docket Number: 

980212036-8146-02）”
　　〈http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm〉
　　翻訳が、JPNICホームページに掲載されている。
　　〈http://www.nic.ad.jp/ja/translation/icann/bunsho-white.html〉
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　① 　新しい体制がインターネットの安定した
運用を確保する。

　② 　可能な限り市場メカニズムを活用する。
　③ 　インターネットの運用上必要な調整活動

には、政府による規制よりも、柔軟性のあ
る民間によるボトムアップ的な調整活動が
好ましい。

　④ 　拡大する利用者の要望に対応するために
は、利用者の使い方・用途や地理的な多様
性に対応しうるように、意思決定において
国際的な参加を保障する仕組みを確立する
べきである。

　こうして、1998年 9 月に、ICANNが非営利
法人として設立され、その後、アメリカ政府と
業務に関する覚書（Memorandum of understand-

ing(12)）を交わして業務を開始した。
　この覚書では、ドメイン名システム（DNS）

の企画、開発、検証のためにアメリカ商務省と
ICANNが共同して、以下の業務に取り組むこ
ととしている。
　① 　IPアドレス配分の政策と方針の形成
　② 　ルートサーバーシステム運用の監理
　③ 　新規のトップレベルドメインに関する政

策監理
　④ 　インターネット接続に係る技術規準の調

整
　⑤ 　その他DNSの運用に必要な事項
　その上で、商務省とICANN双方の責務につ
いて、大枠が示されている。
　ICANNは発足後、ドメインネームをめぐる
紛争処理手続の整備、ドメインネーム登録業務
への競争導入、新たなTLDの創設などに取り
組み成果を上げている。
　1990年代中頃には、インターネット利用が急
速に拡大し、ドメインネームの登録も急増し、
ドメイン名をめぐる紛争が生じていた。例え

ば、電子商取引やネット広告が急成長するにつ
れて、ネット上での看板、商標ともいえるドメ
イン名をめぐっては、有名企業や有名ブランド
に直結するようなドメイン名を先に取得して、
その譲渡で利益を得ようとするような行為（サ

イバースクワッティング）が多発し問題化した。
　ICCANは、1999年10月には、紛争処理のた
めの方針として、統一ドメイン名紛争処理方針

（Uniform Dispute Resolution Policy：UDRP）を策
定している(13)。
　これにもとづき、ICANNに認定された紛争
処理機関による紛争処理業務が開始され、裁判
前の段階で、より簡便、短期間、低費用での紛
争処理が可能となった。WIPOが認定された紛
争処理機関の第 1 号である。日本の国別トップ
レベルドメインである.jpドメインに関する紛
争処理機関は、日本知的財産仲裁センターであ
る。
　1999年11月には、既存の 3 種のgTLD（.com, 

.net, .org）に関するドメインネーム登録業務の
委託方法を変更し、レジストリ・レジストラー
制度を整備し、受託企業間の競争を促進した。
　このレジストリ・レジストラー制度とは、特
定の種類のTLD（.comとか.jp）の登録とそのデー
タベースを収めたDNSサーバーを管理・運用
する事業者であるレジストリ（トップレベルド

メインごとに単数）と、個々の登録申請者に対
する窓口となる事業者としてのレジストラー

（複数）からなる 2 層のドメイン名管理制度で
ある。
　ちなみに、gTLDの中でも最もポピュラー
な.comドメインは、アメリカのベリサイン社

（VeriSign, Inc）がICANNに認められたレジス
トリであり、我が国の.jpドメインのレジスト
リは、㈱日本レジストリサービスとなってい
る。

⑿　“Memorandum of Understanding between the US Department of Commerce and Internet Corporation for  
Assigned Names and Numbers” 1998.11.25.

⒀　UDRPは、登録申請段階での申請者の同意にもとづき、ドメイン名の不正の目的による登録・使用に関して、
第三者から申し立てがなされた場合、ICANNに認定された紛争処理機関が審理し裁定を行うことを定めている。
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　2000年11月には、 7 つの新たなTLD（.aero, 

.biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro）を創設して
おり、これは、ドメインネームの増大と利用主
体の多様化に対応するものである。

4 　ICANNの現状

　既に述べたように、ICANNの組織は、法人
格としてはアメリカ合衆国カリフォルニア州マ
リナデルレイに設立された非営利法人である。
その業務はアメリカ政府との契約に基づいてお
り、同政府との覚書が、まず発足に際して1998
年11月に交され、その後改訂を重ねてきた。直
近では2006年 9 月に新たな覚書が交わされてい
る。
　その覚書に基づき、ICANNは、IPアドレス
とドメインネームに係る方針の策定や運用、両
者を結びつけたデータを保管・利用する上で根
幹となるルートサーバーの管理を主たる業務と
している。
　ICANNの組織は、発足当初からは若干改編
されたところもあるが、現在、理事会を中心
に、 3 つの支持組織（Supporting Organization）

と各種の委員会で主に構成されている(14)。運
営の中核に理事会が置かれており、重要な政策
的な決定は、この理事会でなされる。理事会の
もとには、事務総長兼CEOがいて、事務局組
織を指揮している。
　ICANNの会合は、年 3 回のペースで、世界
各地で開催されて、理事会や各種委員会などの
会合も開かれる。
　理事は15名、うち 8 名は指名委員会に指名さ
れ、 6 名は 3 つの支持組織から各々 2 名選出さ
れ、あとの 1 名は事務総長兼CEOである(15)。
あくまで、この枠組みの中で、個人ベースで選
任され、地域別、国別の割当てはない。結果的

には、世界の様々な国から選任されている。結
果的であろうが多少の偏りはみられる。
　現在のところ（昨年12月の一部理事交代後）、
出身地域・国別には以下のような構成となって
いる。

　支持組織は、以下の 3 組織があり、各分野に
関連する方針の策定に関して、理事会に対して
勧告を行っている。
　① 　分野別ドメイン名支持組織（Generic 

Names Supporting Organization: GNSO）

　② 　国コードドメイン名支持組織（Country 

Code Names Supporting Organization: 

ccNSO）

　③ 　アドレス支持組織（Address Supporting 

Organization: ASO）(16)

　さらに現在、以下の 4 つの常設の諮問委員会
（Advisory Committee）が置かれ、理事会に対し
専門的立場から助言を行っている。
　① 　政府諮問委員会（Governmental Advisory 

Committee: GAC） ――各国政府の代表等か

⒁　以下の、本節の記述は、主にICANNホームページ〈http://www.icann.org〉とJPNICホームページ〈http://
www.nic.ad.jp/〉に拠る。

⒂　指名委員会の委員は、ICANN内部規則第 7 条にもとづき、投票権のある17名と投票権のない 6 名の23名から
なり、これら委員は、理事会、各支持組織、各諮問委員会などのICANN内部組織が各々一定枠指名することと
なっている。

表 4　ICANN理事の出身国別構成

地域別 国　別

北米 5 名 米国 4 名
カナダ 1 名

中南米 4 名 ブラジル 2 名
メキシコ 1 名
チリ 1 名

アジア・太平洋 4 名 日本 1 名
インド 1 名
オーストラリア 1 名
ニュージーランド 1 名

ヨーロッパ 1 名 イタリア 1 名

アフリカ 1 名 ケニア 1 名

（出典）　JPNICホームページ
〈http://www.nic.ad.jp/ja/icann/about/organization.html〉
指名委員会に指名された理事の国別内訳は、アメリカ 3 名、
日本、イタリア、インド、ブラジル、ケニア各 1 名である。
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ら構成
　② 　DNSルートサーバーシステム諮問委員

会（DNS Root Server System Advisory Com-

mittee: RSSAC）――ルートサーバーの運用
管理者等により構成

　③ 　セキュリティと安定性に関する委員会
（Security and Stability Advisory Committee: 

SSAC）――ドメインネームやIPアドレス
に関連したセキュリティ問題に対応

　④ 　At-Large諮問委員会（At-Large Advisory 

Committee: ALAC）――個人インターネッ
トユーザーの代表から構成

　これらのうち、②と③は技術的・専門的な性
格が強い。これに対して、①は各国政府の代表
者をメンバーとし、各国政府の意向を吸収する
場であり、政府間の国際会議にも似た性格があ
るが、あくまで助言を行うにとどまり決定権は
ない。また、④はユーザーサイドの声を反映さ
せるためのものである。
　このほか、技術的な助言のためのグループ
や、内部監査のための役職などが設けられてい
る。
　以上のような組織構成のもとで、ICANNが

政策決定を行うにあたっては、まず、ICANN
内部の各組織で検討され、広く全世界からの自
由な参加による議論をふまえて、その結果が理
事会に勧告・助言される。その上で、理事会で
論議され最終的に決定がなされるという、いわ
ゆる「ボトムアップ型」の方式がとられている。
　ところで、ICANNの財源は、ほとんど全て
が、ドメイン名の登録に関連する収入である。
これは、登録業務を委託された事業者からの定
額あるいは業務に応じた拠出金である。特に、
世界汎用のgTLDからの関連収入に依拠してい
る。2007-08年度の予算では、総額4937万ドル
の収入見込みのうち、91％はgTLD関連の収入
で、残余は、国別のccTLD関連や投資収益等
によるものとなっている。
　以上に述べたように、ICANNは、インター
ネットの全世界的な管理において中核となる存
在であるが、その組織自体は、アメリカの一つ
の州の法人として設立され、その役割と運営は
アメリカ政府、直接には商務省の監督下にあ
る。他方、その運営は、その世界的な役割と影
響力に対応して、一定の国際的な配慮のもと
に、全世界的な活動基盤と視野に立って行われ

⒃　アドレス支持組織の構成メンバーとして、地域インターネットレジストリー（Regional Internet Registries: 
RIR）が含まれる。IPアドレスの配分・登録について、国際的には①アフリカ、②アジア・オセアニア、③北ア
メリカ、④ラテンアメリカ、⑤ヨーロッパ（ロシアと西アジアを含む）の各々に地域組織として置かれたRIRが、
域内の調整に当たり、そのもとで各国の組織が実際の配分・登録業務を行っている。

図 5　ICANN組織構成図（現行）

（出典）　ICANNホームページに掲載の組織図をもとに筆者作成
　　　　〈http://www.icann.org/structure/〉
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ているようにみえる。この点では、かなり複雑
な性格を持つ国際的組織といえる。
　また、この現行体制は、国際条約や各国法規
に特に根拠を置かず、関係団体との自発的な連
携関係に依拠しており、見方によっては、かな
り不安定にもみえる体制ではある。
　こうしたICANNの特異な性格が、一方で
は、後述するように、アメリカによるインター
ネット支配と受止められて、国際機関（政府間

組織）への監督権限の移管を求めるような要求
を招き、他方では、柔軟性・開放性に富みイン
ターネットの特質に適い、充分実績が評価され
るとして、現行体制の継続を主張する見解につ
ながり、インターネットの国際的管理をめぐる
論議の核心となっている。

5 　ルートサーバーシステム

　インターネットの利用に際しては、ホーム
ページであれ電子メールであれ、一般にアクセ
ス対象のドメイン名を指定して送信する。そう
すると、これがIPアドレスに変換されて、特定
のサイトに接続されることになる。
　これが円滑に行われるためには、ドメイン名
とIPアドレスを対照できる機能がネット上に備
わっている必要があり、その役割を担っている
のが、ネームサーバーと呼ばれるシステムであ
る。
　ネームサーバーは、IPアドレスとドメイン
ネームとを一対で保管するデータベース機能を
持っている。一般に、ドメイン名からIPアドレ
スを引くための辞書としての役割を果たしてい
る。
　このネームサーバーは、インターネット上に
無数にあって、そのレベルに応じて、データ
ベース機能を分担している。ネームサーバーの
最上位には、「ルートサーバー」があり、下位
のサーバーからの問い合わせに対して、目的の
トップレベルドメインを管理しているネーム
サーバーのアドレスを教える。
　例えば、国立国会図書館の「www.ndl.go.jp」

というドメイン名に対しては、まず、ルート
サーバーに問い合わせると、「jp」のネームサー
バーが指示され、これに問い合わせると、

「go」のサーバーが指示され、ここに問い合わ
せると、「ndl」のサーバーに案内されるという
具合に、レベルを異にするサーバーがそのレベ
ルに応じて、一定範囲のデータベースを保有し
参照に応えることで、全体として、ドメイン名
を指示すると目的のアクセス対象に到達するし
くみである。
　こうした仕組みの中で、最上位にあるルート
サーバーの持つ情報は、全世界的にインター
ネットが円滑に機能する上では、極めて重要で
不可欠なものである。したがって、データの安
全な保管と、絶えず無数にある照会に対する負
荷の分散のために、同一の情報をコピーして保
有するサーバーシステムが、全世界に13システ
ム設置され、各々別の組織が保有している。各
組織は、ICANNとの自主的な連携のもとに運
用している。
　この13システムは、アメリカに10、ヨーロッ
パに 2 、日本に１が配置されている。システム
の技術的理由により、これ以上の増設は不可能
といわれている。
　アメリカに置かれている10システムには、
ICANNが運用する 1 システム、国防総省と軍
関係の研究所が各 1 システム、航空宇宙局

（NASA）が 1 システム、ベリサイン社が 2 シス
テム運用するものが含まれる。
　ヨーロッパの 2 システムは、ロンドンとス
トックホルムに置かれている。
　日本では、WIDEプロジェクトが 1 システム
を管理しており、世界的なインターネット基盤
管理の一翼を担っている(17)。
　なお、ルートサーバーに納められているデー
タは、「ルートゾーンファイル」と呼ばれるが、
そのマスターファイルは、アメリカにあるベリ
サイン社保有のシステムに格納されており、他
の12システムの持つデータはそのコピーであ
る。このファイルの内容的な追加や変更は、ア
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メリカ政府（商務省）との契約により、その監
督下でベリサイン社が行っている。これも
ICANNへの関与と並ぶ、ドメイン名管理への
アメリカ政府の関与である。

Ⅲ　浮上したインターネットガバナンス
論議

１ 　世界情報社会サミット

　世界情報社会サミット（World Summit on the 

Information Society: WSIS） は、情報通信技術
（ICT）の世界的規模での健全発展のために、共
通のビジョンの確立を図り、その実現のための
基本宣言と行動計画を策定する目的で開催され
た世界的会合で、世界各国の政府首脳、情報通
信担当大臣等の政府関係者のほか、民間企業や
民間団体のメンバーも数多く参加した。これ
は、2001年12月と2002年12月の国連総会の決議
によって開催が決定され、国連主催で実施され
たものである。
　具体的には、 2 つのフェーズ（時期）に別の
場所で 2 度の会議となった。第 1 フェーズは
2003年12月 に ス イ ス の ジ ュ ネ ー ブ で、 第 2
フェーズは2005年11月にチュニジアのチュニス
で開催された。
　このWSISでは、主に 2 つの問題が大きくク
ローズアップされた。
　一つは、インターネット利用における南北格
差の縮小に向けた「デジタル連帯基金（DSF）」
のあり方をめぐる問題である。

　インターネットの普及率をとっても80％以上
のレベルに達した国々から、ようやく緒につい
た国々まで、大きな格差（「デジタルディバイド」）

がある中で、それを解消するためのプロジェク
トの推進において、世界銀行や国連開発計画な
どの関係国際機関や 2 国間協力の既存の枠組み
を活用しようとする先進国側の考え方に対し、
発展途上国側は、資金協力体制の拡大のため
に、新たにデジタル連帯基金の創設を求めて意
見が対立した(18)。
　もう一つが、インターネットガバナンスの問
題である。
　第 1 フェーズのジュネーブ会合に向けた準備
過程で、中国、インド、ブラジルなどの発展途
上国が、ICANNを中核とする現行のインター
ネット管理体制を批判し、より各国政府の参与
が可能な、国連のもとでの管理体制の構築を主
張した(19)。これは、過去の経緯からアメリカ
政府の関与のもとに構築され運用されているこ
とへの反発に根ざすものといえる。
　WSISは、本来、情報社会に関する広範な
テーマを対象とする世界的な国際会議である
が、特にこの 2 つの問題に大きな関心が寄せら
れ、その結末に注目が集まった。

2 　ジュネーブ会合

　WSISの第 1 フェーズとして、ジュネーブ会
合が、2003年12月10日～12日に、スイスのジュ
ネーブにおいて開催された。各国政府、国際機
関、民間企業、市民団体等からの参加者は、54

⒄　WIDEプロジェクト（村井純代表）は、1988年に設立されたインターネットに関する研究プロジェクトの推進
団体である。日本でのインターネットの実験、実用化、普及に大きな役割を果たしてきた。100以上の大学・研
究所、関連企業等が研究開発活動に参加している。なお、WIDEはWidely Integrated Distributed Environment
の略である。1997年より東京で、世界に配置された13ルートサーバーの 1 つの運用を開始した。

⒅　先進諸国と発展途上諸国の間の情報通信面での格差（デジタルディバイド）を解消するために、セネガルのワ
デ大統領が、新たな基金の創設を提唱したが、先進国側は、新たな資金拠出を義務付けるような基金の創設には
反対の立場をとった。なお、世界デジタル連帯基金（Global Digital Solidarity Fund ：DSF）は、チュニス会合
に先立って2005年 3 月にジュネーブで、いくつかの国、都市・地域と 1 つの国際組織の資金拠出により設立され
発足している。

⒆　端的にいえば、ICANNによるドメイン名やルートサーバーの管理に対するアメリカ政府の監督権限を、イン
ターネットのアメリカ一国支配であるとして、政府間組織に移管するべきとする主張である。ジュネーブ会合に
先立つWSISの地域会合や準備会合で激しく議論がなされた。
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人の首脳、83人の情報通信担当大臣を含めて、
176か国から約 2 万人に上った。日本からは、
麻生総務大臣（当時）を始めとして政府、民間
企業、市民団体などが参加した。
　このジュネーブ会合では、情報社会について
の共通のビジョンの確立や、ビジョンの実現に
向けた協調的な発展のために、「基本宣言」(20)

と「行動計画」(21)が採択されている。
　「基本宣言」では、「情報社会に向けた共通ビ
ジョン」（以下「共通ビジョン」とする。）と「情
報社会の鍵となる11原則」（以下「11原則」とする。）

が大きな柱となっている。
　「共通ビジョン」は、まず、共通の願望と関
心は、万人が持続可能な開発と生活の質の改善
の推進に有用な情報・知識へのアクセスが可能
であるような、人間中心で差別のない発展志向
の情報社会であることを表明している。さら
に、情報通信技術（ICT）の可能性を利用し、

「ミレニアム宣言」（国連総会、2000年12月）(22)に
盛り込まれた開発目標を推進していくことを強
調した。また、ICTが、望ましい条件下では、
生産性向上、経済成長、雇用を促進し、生活の
質の改善をもたらす手段であることや、デジタ
ルディバイドの解消や調和的で公平・平等な開
発のために、各国政府のみならず様々な関係者
を含む新たな形の連携が必要であることなどが
盛り込まれている。
　その上で、情報社会の鍵となる以下のような
11原則を示している。
　① 　開発のためのICT利活用における様々な

関係者の役割の確認――政府・産業界・市
民社会・国際機関の連携の重要性

　② 　すべての人が参加する情報社会の不可欠
な基盤としての情報インフラの整備――
ICTインフラとサービスへのユビキタスで
公平・低廉なアクセスが重要な課題

　③ 　情報・知識へのアクセスの確保
　④ 　能力開発――ICTリテラシーの強化や障

害者等への配慮の重要性
　⑤ 　信頼性と安全性の確保
　⑥ 　環境整備――競争的政策、知的財産権保

護、知識の普及・共有、標準化、公正・民
主的なインターネット管理の必要性

　⑦ 　生活のすべての面で有益なICTアプリ
ケーション

　⑧ 　文化的多様性と独自性、言語の多用性と
ローカルコンテンツ

　⑨ 　メディア――伝統的メディアやメディア
の多様性の重要性

　⑩ 　情報社会の倫理的側面――ICT利用にお
いても人権・基本的自由の尊重

　⑪ 　国際的、地域的協力――「デジタル連帯
綱領」へのすべての関係者の参加

　「基本宣言」の内容をさらに具体化した「行
動計画」では、2015年までに達成を検討すべき
目標として、10のICT世界目標が示されてい
る(23)。
　デジタル連帯基金とインターネットガバナン
スの 2 つのホットイシューについては、具体的
な合意に至らないまま、これらの文書には盛り

⒇　“Declaration of Principle - Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium” 
2003.12.12

　　〈http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html〉
　　仮訳が、障害保健福祉研究情報システム（ホームページ）に掲載されている。
　　〈http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/031217wsis.html〉
�　“Plan of Action” 2003.12.12
　　〈http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html〉
�　仮訳が、障害保健福祉研究情報システム（ホームページ）に掲載されている。
　　〈http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/031217_2wsis.html〉
　　国連ミレニアムサミットで決議され、21世紀の国際社会の目標を具体的に掲げている。
　　仮訳が、外務省ホームページに掲載されている。
　　〈http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/kiroku/s_mori/arc_00/m_summit/sengen.html〉
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込まれず、第 2 フェーズのチュニス会合に持ち
越された。
　とはいえ、前述の基本宣言における11原則の
中で、インターネットガバナンスについては、

「原則 6 　環境整備」の中で、次のような言及
がなされている。他の10項目各々よりもかなり
分量が多く、争点としての重みを垣間見せる。
　まず、「インターネットは、一般市民が利用
可能な世界的な手段へと発展しており、その管
理（governance）が、情報社会アジェンダの中
心的課題とならなければならない。インター
ネットの国際的な管理は、政府、民間セク
ター、市民社会、国際機関が参加し、多角的、
公正で民主的なものでなければならない。そし
て、多言語使用（multilingualism）を考慮しつ
つ、資源（resource）の平等な分配と全ての人
による利用を保障し、また、安定し安全なイン
ターネットの機能を保障しなければならない」
として、民主的管理、多言語使用、資源の平等
配分といった原則的な主張が強調されている。
　また、「インターネットの管理（management）

には、技術と政策の両面での課題が含まれてお
り、全ての関係者と関連する政府間組織や国際
機関が参加しなければならない」として、政策
担当組織、民間セクター、市民社会、政府間組
織、国際機関について、各々の役割に言及して
いる。
　また、「国際的なインターネットの管理（gov-

ernance）の問題は、協調的な姿勢で取り組ま
なければならない。国連事務総長に対して、イ
ンターネットの管理に関する作業グループを設

置するよう要請する。このグループは、先進国
と発展途上国両方の政府、民間セクター、市民
社会の全面的で積極的な参加を保障し、関係す
る政府間組織、国際機関や会議も含んだ、開放
的かつ包括的な方法で、2005年までに、イン
ターネット管理に関する調査と具体策の提案を
適切に行うものとする」として、国連事務総長
に対して、調査と提案を要請している。
　さらに、「行動計画」においては、①インター
ネットガバナンスに関する作業上の定義、②イ
ンターネットガバナンスに関する公共政策上の
課題の特定、③先進国・発展途上国の民間部門
と市民社会、政府間機関、国際機関、その他の
フォーラムや政府の、各々の役割と責任に関す
る共通の理解の増進に取り組み、チュニス会合
に向けて報告書を作成することとされた。
　この要請を受けて、国連事務総長のもとに、
インターネットガバナンス作業部会（working 

group on Internet governance: WGIG）が設置さ
れ、 2 年後のチュニス会合に向けて、検討作業
が進められることとなった。

3 　インターネットガバナンス作業部会報告

　ジュネーブ会合での決定を受けて、2004年の
11月には、インターネットガバナンス作業部会

（以下、WGIG）が40名の委員で構成され発足し
た。委員は、政府、産業界、市民社会、また、
先進国、発展途上国の各々からバランスをとっ
て選任された。日本からも 1 名、総務省の所管
課長がメンバーとなり参加した(24)。
　発足後WGIGは、精力的に検討を進め、翌

�　①ICTによって村々を接続し、コミュニティにアクセスポイントを設ける。
　　②ICTによって大学、初等中等教育の学校を接続する。
　　③ICTによって科学・研究センターを接続する。
　　④ICTによって公共図書館、文化センター、博物館、郵便局、公文書館を接続する。
　　⑤ICTによって保健センターと病院を接続する。
　　⑥地方自治体と中央政府の全機関を接続し、ウェブサイトと電子メールアドレスを備える。
　　⑦各国の事情に配慮しつつ、小中高の学校教育課程を情報社会の要請に対応したものとする。
　　⑧世界のすべての人々が、テレビとラジオの放送を視聴可能とする。
　　⑨ 世界のすべての言語がインターネット上で表示・利用されるために、コンテンツの開発と技術的条件の整備

を進める。
　　⑩全世界の半数以上の住民が、ICTを利用可能な状態にする。
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2005年 7 月に、最終報告書をとりまとめ、アナ
ン国連事務総長（当時）に提出した(25)。
　同報告書において、まず、「インターネット
ガバナンス」について、「インターネットガバ
ナンスとは、政府、民間部門、市民社会が、そ
れぞれの役割の中で、インターネットを発展さ
せ利用していくための、共有する原則、規準、
規則、意思決定手続、プログラムを開発し適用
することである」との定義がなされた。ドメイ
ン名、IPアドレス、ルートネームサーバーの国
際的管理体制の問題という狭義の定義ではな
く、インターネット上に存在する様々な問題を
含めた広義の定義がなされたことになる。
　そして、インターネットガバナンスに関連す
る公共政策課題として、一連の事項が列挙さ
れ、各々について指摘されている問題点が付記
されている。
　そのうち、狭義のインターネットガバナンス
の問題に絞ると、ルートゾーンファイルとシス
テムの管理、ドメイン名の割当、IPアドレスの
分配が取り上げられている(26)。
　「ルートゾーンファイルとシステムの管理」
については、ルートサーバーの内容でドメイン
名に関する基本情報が収録された「ルートゾー
ンファイル」の保管業務へのアメリカ政府単独
の管轄権が、アメリカ政府による一国支配の問
題として問題視されていることと、（13の）ルー
トサーバーの各運用組織とICANNとの間で公

式の結びつきがなく、自主的な連携で運用され
ていることへの懸念が示されている。
　また、「ドメイン名の割当」に関しては、汎
用トップレベルドメイン（gTLDs）のための政
策と手続きを改善する必要があることと、多言
語使用などの重要で困難な問題をはらんでいる
ことが指摘されている。
　さらに、「IPアドレスの分配」について、歴
史的経緯からIPv 4 アドレスの分配に偏りがあ
るとの指摘があること、IPv 6 への移行に際し
ては、地域的なバランスの確保がなされるべき
との要望もあることが述べられている(27)。
　このようなインターネットガバナンスに関す
る幅広い問題点の摘出の上で、それらに対する
共通認識や対応策がまとめられている。
　まず、「フォーラム機能」に言及して、イン
ターネットガバナンスに関するあらゆる課題に
ついて、すべての関係者（stakeholder）間で対
話可能な新たな場を設けるべきであるとしてい
る。
　そして、「グローバルな公共政策と監督」に
ついては、ドメイン名、IPアドレス、ルート
サーバーの国際的管理の枠組みのあり方も議論
され、以下のような共通認識が示された。
　① 　一国の政府が国際的なインターネットガ

バナンスに関して極めて優越的な立場に立
つべきではない。

　② 　ガバナンス機能のための組織形態は、政

�　議長を除く39名の委員の国別内訳は、アジア 7 名、アフリカ 7 名、アラブ 2 名、ヨーロッパ11名、北米 5 名、
中南米 7 名である。

�　“Report of the Working Group on Internet Governance” 2005.6
　　〈http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.doc〉
　　解説資料として以下の 2 点を挙げておく。
　　糸将之「国連インターネットガバナンス作業部会（WGIG）の結果について」『ITUジャーナル』35巻10

号,2005.10,pp.42-44.; 会津泉「インターネットガバナンス：国連WGIG報告書と今後の展望」『海外電気通信』38
巻 7 号,2005.10,pp.23-47.

�　他の課題としては、インターネット接続料、インターネットの安定性・安全・サイバー犯罪、スパムメール、
グローバルな意思決定への参加、人材育成、知的所有権、表現の自由、データの保護・個人情報保護、消費者の
権利、多言語主義（使用）の諸課題が挙がっている。

�　IPv 4 （IPバージョン 4 ）は、 4 組の数字を並べたIPアドレスで、これまで多く使われてきたタイプである。
32ビットの情報量を持ち、約43億個のIPアドレスが設定できる。これでは、全世界的な利用の増大に対応できな
い。IPv 6 は次世代のIPアドレスで、 4 倍の情報量を持ち、現在利用が進みつつある。
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府、民間部門、市民社会、国際機関の全面
的な参加による多国間の公正で民主的なも
のとなるべきである。

　③ 　ガバナンス機能のための組織形態は、す
べての関係者と関係の政府間組織・国際組
織が、各々の役割に応じて参加するものと
する。

　さらに、国際的管理の具体的なあり方につい
ては、複数の主張を併記する形で、以下の 4 つ
のモデル案が示された。
　モデル 1 　国連傘下の政府間組織の設立
　　 国 連 傘 下 に 政 府 間 組 織（Global Internet 

Council）を設立し、ICANNに対する監督
にあたるとともに、プライバシー、セキュ
リティ等の国際的な政策形成（合意形成や

条約締結の促進）を行う。ICANN内部組織
である政府諮問委員会は不要となる。

　モデル 2 　監督組織の非設置
　　 アメリカ商務省によるICANNへの監督を

廃止するが、これに代わる監督組織は設置
しない。ICANN内部組織である政府諮問
委員会の役割が強化される可能性がある。
広範な関係者によるフォーラムを設置し、
インターネットガバナンス関係の諸問題を
検討する。

　モデル 3 　 国連から独立した政府間組織の設
立

　　 国連から独立した政府主導の国際組織（In-

ternational Internet Council）を設立し、イ
ンターネット関連の公共政策課題を検討す
る。また、ICANNの業務に関連した連絡
調整機能を担う。アメリカは、協定を結ん
で、ICANNの立地上のホスト国となる。

　モデル 4 　 政策形成、監督、フォーラムの
3 組織設立

　　 インターネット関連の公共政策課題を検討
す る 政 府 間 組 織（Global Internet Policy 

Council: GIPC）、ICANNの新たな監督委員
会（前記のGIPCにより任命）、広範な関係者
が討議を行うフォーラム（Global Internet 

Governance Forum）の 3 つの組織を設置す
る。ICANNも国際的組織（World ICANN）

に改編する。
　以上いずれのモデルでも、アメリカ政府（商

務省）によるICANNへの監督を廃止する点で
は共通しているが、政策形成、監督、対話の場
のあり方については、考え方が異なっている。
モデル 1 、 3 、 4 が、共通して新たな政府主導
の組織の設立と、そのもとでのICANNの監督
が想定されている。これに対して、モデル 2 で
は、特に新たな監督機関は設けず、ICANN内
部組織である政府諮問委員会の強化の可能性を
示している。
　以上がWGIG最終報告書の概要である。
　 な お、 こ のWGIGの 準 備 会 合 の 段 階 で、
WGIGの進め方についての日本政府（総務省）

の見解が示された(28)。その中で、インター
ネットガバナンスに関しては、民間主導の柔軟
で生産的な環境のもとで、インターネットの急
速な成長がなされ、その継続には、イノベー
ションや民間利用が制約されない枠組みが重要
であるとし、同時に、政府を含むすべての関係
者がインターネットに関連する諸問題に関って
いくべきであると述べている。また、政府や他
の関係者の各々の役割を明確にする必要性があ
り、例えば、政府中心に取り組むべき事項とし
て、プライバシー保護、迷惑メール対策、セ
キュリティ、知的財産保護などを、民間部門中
心に取り組むべき事項として、ネットワーク基
盤の整備、インターネット接続サービスの提
供、IPアドレスやドメイン名の管理などを挙げ
ている。

　ところで、このWGIG報告が公表される直前

�　日本政府・総務省が、WGIGの準備会合に向けて提出した意見書。
　　Ministry of Internal Affairs and Communications （MIC） Japan “Contribution to the Working Group on In-

ternet Governance” 2004.9〈http://igtf.jp/000044.html〉
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の2005年 6 月30日、アメリカ政府は、現行のイ
ンターネット管理体制を引き続き堅持する旨の
決定を行い表明し、その立場を示した。
　これは、「ドメイン名とアドレス割当システ
ムに関するアメリカ政府の原則」と題する短い
声明で、アメリカ政府が、ドメイン名とアドレ
ス割当システムの安全性・安定性を確保するこ
とを意図し、「ルートゾーンファイルの変更・
修正の認可に係るこれまで果たしてきた役割を
維持していく」としている(29)。ルートゾーン
ファイルとは、ルートサーバーの内容（データ）

であり、この文言は、これまでのドメイン名と
IPアドレスの管理体制を継続していく方針を明
言するものである。
　また、アメリカ政府は、ICANNがインター
ネット上のドメイン名システムの技術的管理団
体として適切であるとし、その現行業務の継続
を支持し、監督を続けると表明している。な
お、アメリカ政府は、国別トップレベルドメイ
ン名の管理に係る各国政府の権限は認め、イン
ターネットガバナンスに関する国際的な対話は
継続していくとしている。

4 　チュニス会合

　世界情報社会サミット（WSIS）の第 2 フェー
ズにあたるチュニス会合は、2005年11月16日～
18日に、チュニジアのチュニスにおいて開催さ
れた。各国政府、国際機関、民間企業、市民団
体等からの参加者は、176か国以上から約 2 万
3000人に及んだ。
　我が国からは、竹中総務大臣（当時）を始め
として政府、民間企業、市民団体から合計160

名が参加した。
　各国代表のステートメントの中で、竹中総務
大臣は、デジタルディバイドの解消に向けた日
本の取組み、ユビキタスネット社会の実現の重
要性を強調した。また、総務省主催のワーク
ショップ（「ユビキタスネット社会の実現に向け

て」）が開催された。
　このチュニス会合では、ジュネーブ会合で採
択された「基本宣言」と「行動計画」の具体的
な実施方策や実施体制の問題とともに、ジュ
ネーブ会合では未調整のままとなっていたイン
ターネットガバナンス等について協議された。
最終的には、チュニス会合文書として、「チュ
ニスコミットメント」(30)と「チュニスアジェン
ダ」(31)が採択された。
　「チュニスコミットメント」は、情報社会の
実現に向けた基本原則や理念を述べた文書であ
り、既に第 1 フェーズで採択されたジュネーブ
基本計画、行動計画に対する支持が確認され、
行動計画の着実な実行とそのフォローアップの
必要性が明記されている。
　「チュニスアジェンダ」では、ジュネーブ会
合で合意が成らず懸案となっていた、インター
ネットガバナンスと資金支援メカニズムについ
て言及された。また、ジュネーブ会合の「基本
宣言」と「行動計画」の具体的実施方策につい
ても、合意内容が示された。
　インターネットガバナンスについては、現行
のインターネット管理の体制が強靭かつダイナ
ミックで多様性のある媒体としてインターネッ
トが発展する上で効果的に機能しているとし、
ドメイン名などの問題に限らず、サイバー犯

�　U.S. Department of Commerce“U.S. Principles on the Internet’s Domain Name and Addressing System”
2005.6.30 〈http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/USDNSprinciples_06302005.htm〉

�　“Tunis Commitment” 2005.11.18〈http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7.html〉
　　仮訳が、障害保健福祉研究情報システム（ホームページ）に掲載されている。
　　〈http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/result_commitment.html〉
�　“Tunis Agenda for the Information Society” 2005.11.18
　　〈http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html〉
　　仮訳が、障害保健福祉研究情報システム（ホームページ）に掲載されている。
　　〈http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/result_agenda.html〉
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罪、スパムメール、多言語使用などの様々な問
題への取り組みに言及している。
　具体的合意事項としては、インターネットガ
バナンスに関して、政府、国際機関、民間企
業、市民社会など多様な関係者（multi stake-

holders）により議論する場として、インター
ネットガバナンスフォーラム（IGF）の設置を
国連事務総長に要請するとしている。
　なお、資金支援メカニズムについては、既に
ジュネーブに設立されたデジタル連帯基金が、
自発的な性格を持つ資金メカニズムとして位置
づけられ、その拡充と活用の増進への期待が表
明された。
　ジュネーブ会合の「基本宣言」や「行動計画」
の実施とフォローアップについては、課題ごと
にITU、ユネスコ、UNDP等の国際機関をモデ
レーター（調整機関）として指名し進めていく
こととなった。
　こうして、インターネットガバナンスのあり
方については、特に具体的な決定にならないま
ま、広範な関係者の参加による討議の場を設置
することで、結論が先送りされた結果となっ
た。

5 　インターネットガバナンスフォーラム

　チュニスアジェンダにおいて、国連事務総長
の主催により 5 年間にわたり開催されることが
決まったインターネットガバナンスフォーラム

（IGF）は、第１回会合が、2006年10月30日～11
月 2 日に、ギリシャのアテネ郊外で開催され
た。
　この会合には、世界各国の政府、国際組織、
民間企業、市民団体等から約1200名が参加し
た。日本からも、総務省の代表者、経済団体、
市民団体の関係者等が参加している。
　全体テーマは、「開発のためのインターネッ
トガバナンス」であり、以下の 4 事項が個別

テーマとされた。
　①　自由な情報流通・表現の自由（開放性）

　②　インターネットにおけるセキュリティ
　③　インターネットの多様性
　④　インターネットへのアクセス
　なお、「人材育成」が、これらのテーマを通
じて横断的に取り上げるべき優先的な事項とさ
れた。
　いずれのセッションでも活発な論議が展開
し、①「開放性」をめぐっては、ネット上での
表現の自由や情報流通の自由について論議さ
れ、中国政府のインターネット規制についての
批判的意見も出され、②「セキュリティ」につ
いては、問題が拡大していることや国際協力の
必要性への共通認識が示された(32)。
　また、③「多様性」に関しては、国際化ドメ
イン名（多言語表記）やローカルコンテンツが
話題となり、④「アクセス」では、デジタルディ
バイドの解消に向けた課題が論議された模様で
ある。
　この会合においては、当初から、決定や決議
のような合意文書の作成は目的とせず、全体会
合と個別テーマごとのセッションでの討議によ
る参加者間の対話が主眼とされた。
　最終日の議長総括では、各国政府、国際機
関、民間企業、市民団体等の異なる分野からの
参加者の間での意見交流の場として意義があっ
たとの評価が示された。
　確かに、インターネットガバナンスというよ
うな、今や世界全体の存立に不可欠な基盤をめ
ぐる世界的な意見交換が行われ、公的、私的な
様々な背景・立場の関係者が一堂に会して話し
合うことは、他の分野では、余り見られない光
景であろう。
　日本からの参加者の印象でも、この会議につ
いて、「前世紀にはだれもがうまく行くはずが
無いと感じていた縦横に多様な構造を持つ主体

�　会合内容が紹介された資料として以下の 2 点を挙げておく。
　　小川久仁子「第 1 回IGF会合報告」『ITUジャーナル』37巻 2 号,2007.2,pp.22-23.; JISA国際部「第 1 回インター

ネット・ガバナンス・フォーラム（IGF）開催報告」『JISA会報』84号,2007.1,pp.42-45.
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が一つのフラットな会議フロア上に参集して語
り合う方式をとにかく試行した、という面が強
い(33)」という言及がなされている。
　こうした会議の性格も、インターネットの発
達経緯と、ネットワークを運営する仕組みの実
態に根ざすものとみることができる。
　IGFの第 2 回会合は、2007年11月にブラジル
のリオデジャネイロで開催される予定である。
その後も、 3 回の会合が続くことになる。

おわりに

　インターネットが世界で10億を超える人々に
利用され、国や地域により普及の度合いに大き
な差があるとはいえ、既に社会生活の不可欠の
基盤の一つとなっている今日、インターネット
ガバナンスの問題は、様々な世界的問題を含む
広い意味で、国際社会全体の重要な政策課題で
あることは確かである。
　特に、IPアドレスやドメイン名の国際的管理
については、世界的に大きな関心を集め、世界
情報社会サミット（WSIS）の 2 度の会合に際
して、焦点の一つとして検討が重ねられたにも
かかわらず、今後の方向性について具体的合意
を得なかった。そして、さらに広範な参加者を
含めた国連主催の国際的討議の場（インターネッ

トガバナンスフォーラム）で、様々な問題ととも
に論議が続けられる。
　もともと、インターネットの構築は、アメリ
カ政府の研究開発プロジェクトに淵源を持ち、
その政策的関与のもとに発展・普及し、アメリ
カの民間団体により管理されてきた。
　その延長上にある、ICANNを中核とする現
行のインターネットの国際的管理体制は、様々
な関係団体や関係事業者との国際的な連携のも
とに運営され、インターネットの安定した円滑
な運用に実績を収めてきた。この点について
は、チュニスアジェンダにおいても、言及され

ており、概ね各国政府、関係者の認めるところ
とみられる。
　他方、インターネットの利用者が、世界的に
拡大・拡散し、国際社会の不可欠な共通基盤と
なっている現在、これを、一国の一民間団体が
政府の監督下で主導することへの疑問の声に
も、看過しがたいものがあるといえる。
　世界情報社会サミットでは、特に成案をみな
かったものの、その途上で作成されたインター
ネットガバナンス作業部会の最終報告書では、
インターネットガバナンスにおいて、一国の政
府が極めて優越的な立場に立つべきでないこ
と、そして、すべての関係者が参加する多国間
の公正・民主的な組織が当たるべきことが、共
通認識として示されている。さらに、インター
ネットの国際的な管理のあり方について提示さ
れた 4 つのモデル案いずれにおいても、アメリ
カ政府による監督の継続は含まれていなかっ
た。こうした考え方は、今後の国際的な議論に
おいても、原則的な理念としては、大勢を占め
ていくものとみられる。
　さらに、グローバリゼーションの進展の中で
の新興諸国の経済的、政治的な地位向上を背景
に、アメリカの突出した影響力に対する反発も
様々な局面で表れ、その一環として、インター
ネットの国際的管理についても、発言力の強化
を目指す動きがさらに出てくるものと思われ
る。
　そうした中で、インターネットの国際的な管
理体制のあり方を議論していくにあたっては、
現実と理念の双方をふまえて、まさに世界的な
官民の衆知を集めた検討が必要といえる。その
点では、今後さらに 4 回開催が予定されている
インターネットガバナンスフォーラム（IGF）

での論議も注目されるところである。
　インターネットが余りにも日常的に浸透して
いる今日、その存在が当然視されるだけにか
えって、その存立の根幹となるIPアドレスやド

�　横澤誠「国連インターネット・ガバナンス・フォーラム（IGF）の始動と新たな課題」『JISA会報』84
号,2007.1,pp.39-41.
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メイン名の国際的な管理体制のあり方の問題は
見過ごされがちである。しかしながら、我が国
にとってもインターネットは不可欠の存立基盤
の一つであり、また、我が国は利用状況や関連
技術の水準からみても、世界有数のインター

ネット大国の一つである。インターネットガバ
ナンスの問題についても、官民双方で関心を高
め積極的に取り組んでいくことが重要と考えら
れる。

 （やまぐち　ひろふみ　国土交通調査室）
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